
１．事 業 の 目 的 ・ 必 要 性 と 内 容 （ＰＬＡＮ）　※この事業を行う目的・必要性は何か。どのような取組を行っているのか。

２．概算総事業費 （ＤＯ：コスト）　※事業を行うための費用の状況はどうか。コストがどれくらいかかっているのか。
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■法律・政令・省令名（廃棄物の処理及び清掃に関する法律・　　　　　　　　　　　

□道条例，規則，要綱等　ダイオキシン類対策特別措置法・下水道法・　　

□市条例，規則，要綱等　　労働安全衛生法　）

（単位：人，千円）
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総事業費計（Ａ＋Ｂ）

平成26年度予算 平成26年度決算見込 平成27年度予算 平成28年度予算要求

2,203 2,744 2,662 2,199 0

臨時職員

　　　事業を実施
　　　するために
　　必要な人件費
※人工は小数点第３位を四
捨五入しているため，実際
に人工がかかっていても0
で表示されている場合があ
る。
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事　　業　　費　　（Ａ）

国・道

市　債

特
定
財
源

平成24年度決算

目
的
・
必
要
性

内
　
容

【目的】

【必要性】

　日乃出清掃工場から排出される排ガス・ばいじん・排出水等について，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，ダイオキシン類対策特別措置法および下水道法
に基づきダイオキシン類を測定する。
　また，労働安全衛生法に基づき場内での作業環境を測定する。

 　廃棄物処理及び清掃に関する法律第８条の３，ダイオキシン類対策特別措置法第２８条，下水道法第１２条の１２，労働安全法第６５条に基づき測定を実施し
なければならない。

　外部委託により，日乃出清掃工場から排出される排ガス・焼却灰・ばいじん・貯留施設汚泥および排出水のダイオキシン類の測定を年１回行うものである。
　また，場内での作業環境を年２回（６月以内ごとに１回）測定する。
　ダイオキシン類ばく露対策の安全保護具等の消耗品を調達するものである。

事業開始年度 根拠法令等

義務的経費

平成 年度9

部課名
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番号

環境部日乃出クリーンセンター

56-3819

平 成 ２７ 年 度 函 館 市 事 業 評 価 調 書

予算事項名 大事項 中事項清掃工場維持運営費 ダイオキシン類測定等経費

区分

平成２７年６月作成

事業の
性質別



３．活　　動　　実　　績 （ＤＯ：アウトプット）　※目的を達成するためにどのように取り組み，その実績はどうか。 ４-1．成　果　等 （ＤＯ：アウトカム）　

４-2．成　果　等 （ＤＯ：アウトカム）　※事業を実施し，どのような成果が得られたのか。

５．事務事業の点検 （ＣＨＥＣＫ）

６．今後の改善策 （ＡＣＴＩＯＮ）　※今後改善する点は何か。どのように進めていくか。

参考：他の自治体の状況

比較参考値
（他の自治体の類似事業
の状況など）

　他の自治体についても，法令等に則り実施している。

今後の方針
（改善・

見直し内容）

基本方針

現行どおり

（事業について）

（経費について）

　法律に定められた項目と測定回数で実施しており，今後も現行どおり継続する。

　入札等により経費の節減をしており，今後も現行どおり継続する。

評価対象外

法令・条例等の根拠により関与が妥当

達成している

現手段が最適

すでに実施

コストの節減度

将来コスト増減見込み

受益者負担の適正度

　ダイオキシン類対策特別措置法第
２８条，労働安全衛生法第６５条によ
り実施しなければならない。

　適切な維持管理により，年間を通し
て各種基準を遵守し，適正なごみ処
理，適切な作業環境を維持してい
る。

コ
ス
ト・
負
担

　受益者負担の適正度については，
１事業として判断できないため，評価
対象外とした。

　当初より外部委託により実施して
いる。

節減できている

現在と変わらない

評価対象外

成
果
・
有
効
性

必
要
性

事業の市民ニーズ

市の関与の妥当性

評価結果から明らかに
なった課題事項など

成果の達成状況

事業目的実現のための手段

　関係法令等を遵守した維持管理を行っている。

執
行
方
法

外部委託の可能性

実施方法の効率性 図られている（今後の改善は難しい）

事業の成果等 　排ガス・焼却灰・ばいじん・貯留施設汚泥・排出水のダイオキシン類濃度は基準以下であり，場内作業環境も適正に保っていることを毎年確認している。

評価項目 評価内容 評価内容の説明 評価項目 評価内容 評価内容の説明

　　　※事業の成果指標は何か。
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

1 1

　各種排出基準の達成。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回

活動指標名 単位

1

2

1作業環境測定（第２期）

回

回
成果
指標

ダイオキシン類測定業務

作業環境測定（第１期）

1 1

1 1


